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(57)【要約】
【課題】花粉等の汚染物質がある程度屋内に侵入してし
まった場合であっても、屋内の空気を健康的な状態に維
持することができる住宅を提供することである。
【解決手段】キッチン１３を有する第１フロア２と該第
１フロア２とは異なる第２フロア３とを有する複数階層
の住宅１に、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以
上捕集可能な清浄フィルターを有し、第１フロア２の屋
内空間から空気を吸引するとともに該空気を清浄フィル
ターを通して第１フロア２の屋内空間に再給気する第１
空気清浄器５０と、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５
０％以上捕集可能な清浄フィルターを有し、第２フロア
３の屋内空間から空気を吸引するとともに該空気を清浄
フィルターを通して第２フロア３の屋内空間に再給気す
る第２空気清浄器５１と、第２フロア３に配置されるパ
ネル５２を有し、該パネル５２を加熱または冷却するこ
とにより第２フロア３の屋内空間の気温を調整する屋内
温度調整装置５３と、を設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キッチンを有する第１フロアと該第１フロアとは異なる第２フロアとを有する複数階層
の住宅であって、
　粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フィルターを有し、前記第
１フロアの屋内空間から空気を吸引するとともに該空気を前記清浄フィルターを通して前
記第１フロアの屋内空間に再給気する第１空気清浄器と、
　粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フィルターを有し、前記第
２フロアの屋内空間から空気を吸引するとともに該空気を前記清浄フィルターを通して前
記第２フロアの屋内空間に再給気する第２空気清浄器と、
　前記第２フロアに配置されるパネルを有し、該パネルを加熱または冷却することにより
前記第２フロアの屋内空間の気温を調整する屋内温度調整装置と、を有することを特徴と
する住宅。
【請求項２】
　前記第２空気清浄器と前記パネルとが、前記第２フロアの同一の部屋に配置されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の住宅。
【請求項３】
　前記清浄フィルターが、粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能である
ことを特徴とする、請求項１または２に記載の住宅。
【請求項４】
　前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の少なくとも何れか一方が、対応する前
記フロアの天井、壁および床の何れかに埋設されていることを特徴とする、請求項１～３
の何れか１項に記載の住宅。
【請求項５】
　前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の少なくとも何れか一方が、室内の空気
に含まれる粒状物質を検知する粒状物質検知センサと、該粒状物質検知センサの検知結果
に基づいて空気の吸引量を調整する吸引量制御部と、を有することを特徴とする、請求項
１～４の何れか１項に記載の住宅。
【請求項６】
　前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の少なくとも何れか一方が、室内の空気
から臭気の原因物質を除去する臭気除去機能を有することを特徴とする、請求項１～５の
何れか１項に記載の住宅。
【請求項７】
　前記臭気除去機能が、臭気の原因物質を吸着する吸着フィルターであることを特徴とす
る、請求項６に記載の住宅。
【請求項８】
　前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の少なくとも何れか一方が、室内の空気
に含まれる臭気の原因物質を検知する臭気物質検知センサと、該臭気物質検知センサの検
知結果に基づいて空気の吸引量を調整する吸引量制御部と、を有することを特徴とする、
請求項６または７に記載の住宅。
【請求項９】
　前記パネルが金属で形成されていることを特徴とする、請求項１～８の何れか１項に記
載の住宅。
【請求項１０】
　前記パネルが、塗膜、酸化膜または蒸着膜等の被膜でコーティングされていることを特
徴とする、請求項１～９の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１１】
　前記パネルが、常温で０．９以上の放射率を有することを特徴とする、請求項１～１０
の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１２】
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　前記屋内温度調整装置が、複数枚の前記パネルを有することを特徴とする、請求項１～
１１の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１３】
　前記屋内温度調整装置が、前記パネルを加熱する加熱機能と、前記パネルを冷却する冷
却機能とを有することを特徴とする、請求項１～１２の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１４】
　前記屋内温度調整装置が、前記パネルの内部を通る液体流路を有し、前記加熱機能は該
液体流路に屋内の気温よりも高い温度の液体が供給されることで機能し、前記冷却機能は
該液体流路に屋内の気温よりも低い温度の液体が供給されることで機能することを特徴と
する、請求項１３に記載の住宅。
【請求項１５】
　前記屋内温度調整装置が、前記第２フロアの屋内空間の気温を検知する気温センサと、
該気温センサの検知結果に基づいて前記液体流路に供給する液体の量および温度の少なく
とも何れか一方を調整する液体調整部と、を有することを特徴とする、請求項１４に記載
の住宅。
【請求項１６】
　前記パネルの下方に、該パネルで生じた結露を受ける結露受皿が設けられていることを
特徴とする、請求項１～１５の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１７】
　屋内の空気を屋外に排出する排気部と、屋外の空気を屋内に給気する給気部とを備えた
常時換気装置を有することを特徴とする、請求項１～１６の何れか１項に記載の住宅。
【請求項１８】
　前記給気部が、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な給気フィルター
を有し、屋外から取り込んだ空気が前記給気フィルターを通して屋内に給気されることを
特徴とする、請求項１７に記載の住宅。
【請求項１９】
　屋内に、洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器具の設置を補助する器具が設
けられる部屋干し空間を有するとともに、該部屋干し空間に対して送風する送風装置を有
することを特徴とする、請求項１～１８の何れか１項に記載の住宅。
【請求項２０】
　前記部屋干し空間の空気を屋外に排気する排気装置を有することを特徴とする、請求項
１９に記載の住宅。
【請求項２１】
　前記部屋干し空間が浴室に隣接していることを特徴とする、請求項１９または２０に記
載の住宅。
【請求項２２】
　前記部屋干し空間が掃出し窓に隣接していることを特徴とする、請求項１９または２０
に記載の住宅。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キッチンを有する第１フロアと該第１フロアとは異なる第２フロアとを有す
る複数階層の住宅に関し、特に、窓を開けることなく屋内の空気を健康的な状態に維持す
ることができる機能を備えるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋内の空気を清浄化して高い空気環境を得るために、窓からの風通しが良い住宅
が求められていた。
【０００３】
　しかしながら、近年、スギ花粉の飛散総数が１０年で２倍に増加し、国民の４人に１人
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が花粉症となっており、また、新型インフルエンザウイルスやＰＭ２．５などの発生が懸
念されるなど、外気が必ずしも健康的な空気であるとは言えず、外気が汚染物質で汚染さ
れている日に窓を開けて換気を行うと、外気とともに汚染物質が屋内に侵入して空気環境
が却って悪化するおそれがある。
【０００４】
　そのため、住宅には、屋内への花粉等の汚染物質の侵入を防止するとともに、窓を開け
ることなく屋内の空気を健康的な状態に維持することができる機能が求められている。
【０００５】
　例えば特許文献１には、外気をサイクロン等の花粉除去手段により浄化してから屋内に
給気するとともに屋内の空気を花粉除去手段により浄化しながら循環させることで、外気
に含まれる花粉を屋内に侵入させることなく換気を行うことができるようにした住宅が記
載されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、玄関の下駄箱に花粉除去システムを備え、この花粉除去システ
ムにより身体や衣服等に付着した花粉を玄関において吸引除去するとともに、玄関内に浮
遊した花粉を吸引除去することで、居室等への花粉の侵入を防止するようにした住宅が記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－４６６８３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２７２７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に示されるように換気通路を通した屋内への花粉の侵入を防
止した住宅や、特許文献２に示されるように身体や衣服等に付着した花粉を玄関で吸引除
去するようにした住宅では、花粉等の汚染物質の屋内への侵入量を減らすことはできても
、その侵入を完全に防止することはできず、また、花粉等の汚染物質がある程度屋内に侵
入してしまった場合に、如何に屋内の空気を健康的な状態に維持するかに関して未だ課題
を有するものであった。
【０００９】
　本発明は、このような点を解決することを課題とするものであり、その目的は、花粉等
の汚染物質がある程度屋内に侵入してしまった場合であっても、屋内の空気を健康的な状
態に維持することができる住宅を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の住宅は、キッチンを有する第１フロアと該第１フロアとは異なる第２フロアと
を有する複数階層の住宅であって、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能
な清浄フィルターを有し、前記第１フロアの屋内空間から空気を吸引するとともに該空気
を前記清浄フィルターを通して前記第１フロアの屋内空間に再給気する第１空気清浄器と
、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フィルターを有し、前記第
２フロアの屋内空間から空気を吸引するとともに該空気を前記清浄フィルターを通して前
記第２フロアの屋内空間に再給気する第２空気清浄器と、前記第２フロアに配置されるパ
ネルを有し、該パネルを加熱または冷却することにより前記第２フロアの屋内空間の気温
を調整する屋内温度調整装置と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記第２空気清浄器と前記パネルとが、前記第２
フロアの同一の部屋に配置されているのが好ましい。
【００１２】
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　本発明の住宅は、上記構成において、前記清浄フィルターが、粒径が０．１μｍ以上の
粒状物質を５０％以上捕集可能であるのが好ましい。
【００１３】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の
少なくとも何れか一方が、対応する前記フロアの天井、壁および床の何れかに埋設されて
いるのが好ましい。
【００１４】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の
少なくとも何れか一方が、室内の空気に含まれる粒状物質を検知する粒状物質検知センサ
と、該粒状物質検知センサの検知結果に基づいて空気の吸引量を調整する吸引量制御部と
、を有するのが好ましい。
【００１５】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の
少なくとも何れか一方が、室内の空気から臭気の原因物質を除去する臭気除去機能を有す
るのが好ましい。
【００１６】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記臭気除去機能が、臭気の原因物質を吸着する
吸着フィルターであるのが好ましい。
【００１７】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記第１空気清浄器および前記第２空気清浄器の
少なくとも何れか一方が、室内の空気に含まれる臭気の原因物質を検知する臭気物質検知
センサと、該臭気物質検知センサの検知結果に基づいて空気の吸引量を調整する吸引量制
御部と、を有するのが好ましい。
【００１８】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記パネルが金属で形成されているのが好ましい
。
【００１９】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記パネルが、塗膜、酸化膜または蒸着膜等の被
膜でコーティングされているのが好ましい。
【００２０】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記パネルが、常温で０．９以上の放射率を有す
るのが好ましい。
【００２１】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記屋内温度調整装置が、複数枚の前記パネルを
有するのが好ましい。
【００２２】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記屋内温度調整装置が、前記パネルを加熱する
加熱機能と、前記パネルを冷却する冷却機能とを有するのが好ましい。
【００２３】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記屋内温度調整装置が、前記パネルの内部を通
る液体流路を有し、前記加熱機能は該液体流路に屋内の気温よりも高い温度の液体が供給
されることで機能し、前記冷却機能は該液体流路に屋内の気温よりも低い温度の液体が供
給されることで機能するのが好ましい。
【００２４】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記屋内温度調整装置が、前記第２フロアの屋内
空間の気温を検知する気温センサと、該気温センサの検知結果に基づいて前記液体流路に
供給する液体の量および温度の少なくとも何れか一方を調整する液体調整部と、を有する
のが好ましい。
【００２５】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記パネルの下方に、該パネルで生じた結露を受
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ける結露受皿が設けられているのが好ましい。
【００２６】
　本発明の住宅は、上記構成において、屋内の空気を屋外に排出する排気部と、屋外の空
気を屋内に給気する給気部とを備えた常時換気装置を有するのが好ましい。
【００２７】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記給気部が、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を
５０％以上捕集可能な給気フィルターを有し、屋外から取り込んだ空気が前記給気フィル
ターを通して屋内に給気されるのが好ましい。
【００２８】
　本発明の住宅は、上記構成において、屋内に、洗濯物を干すことを可能とする器具また
は当該器具の設置を補助する器具が設けられる部屋干し空間を有するとともに、該部屋干
し空間に対して送風する送風装置を有するのが好ましい。
【００２９】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記部屋干し空間の空気を屋外に排気する排気装
置を有するのが好ましい。
【００３０】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記部屋干し空間が浴室に隣接しているのが好ま
しい。
【００３１】
　本発明の住宅は、上記構成において、前記部屋干し空間が掃出し窓に隣接しているのが
好ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、花粉等の汚染物質がある程度屋内に侵入してしまった場合であっても
、屋内の空気を健康的な状態に維持することができる住宅を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態である住宅の一階部分の間取り図である。
【図２】図１に示す住宅の二階部分の間取り図である。
【図３】屋内温度調整装置の一例を示す説明図である。
【図４】物干しエリアに設けられる物干し器具の一例を示す斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態である住宅の一階部分の間取り図である。
【図６】図５に示す住宅の二階部分の間取り図である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態である住宅の一階部分の間取り図である。
【図８】図７に示す住宅の二階部分の間取り図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して、本発明をより具体的に例示説明する。
【００３５】
　図１、図２に示す本発明の一実施の形態である住宅１は二階建ての一戸建て住宅となっ
ており、第１フロアとしての一階部分２と、一階部分２とは異なる階層として構成された
第２フロアとしての二階部分３とを有する。
【００３６】
　この住宅１は、例えば、南側が接道する敷地に建設することができる。以下では、図中
下側を南側として、この住宅１の間取りについて説明する。
【００３７】
　図１に示すように、住宅１の一階部分２の南東側の角部分には玄関ポーチ１０が設けら
れ、玄関ポーチ１０の北側に玄関１１が設けられている。玄関１１の西側にはリビングル
ームとダイニングルームとが一体となった居室１２が設けられ、この居室１２の北側には
キッチン１３が設けられている。居室１２の西側には客間１４が設けられ、この客間１４
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は住宅１の西側の壁に面している。客間１４の北側には洗面所１５が設けられ、洗面所１
５の奥に浴室１６が設けられている。浴室１６とキッチン１３の間にはトイレ１７が設け
られ、トイレ１７と浴室１６との間には一階部分２と二階部分３とを連ねる階段１８が設
けられている。なお、キッチン１３、浴室１６およびトイレ１７は住宅１の北側の壁に面
して設けられている。
【００３８】
　一方、住宅の二階部分３には、西側の壁に面して主寝室２０が設けられている。この主
寝室２０の北側はウォーク・イン・クローゼット２１となっている。二階部分３の中央領
域は一階部分２から延びる階段１８が連なるホール２２となっており、このホール２２の
東側には南北方向に並べて２つの子供部屋２３、２４が設けられている。ホール２２の北
側にはトイレ２５が設けられ、南側には一階部分２の居室１２に連なる吹き抜け２６が設
けられている。また、ホール２２の吹き抜け２６と主寝室２０との間の部分は、南側の壁
に面する部屋干し空間２７となっている。二階部分３の南側の外部にはベランダ２８が設
けられ、主寝室２０のベランダ２８に面する壁には掃出し窓２９が設けられている。一方
、部屋干し空間２７のベランダ２８に面する壁にはドア３０が設けられ、このドア３０の
外側にはサンテラス３１が設けられている。
【００３９】
　なお、本発明の住宅１は、キッチン１３を有する第１フロアと第１フロアとは異なる第
２フロアとを有する複数階層の住宅１であれば、上記したような二階建てに限らず、三階
建て以上とすることもできる。また、本発明の住宅１の間取りとしては、上記間取りに限
らず、種々の間取りを採用することができる。
【００４０】
　本発明の住宅１は、コートクローク３２を備えた構成とすることができる。図１には、
一階部分２の玄関１１の北側にコートクローク３２を設けた場合を示す。
【００４１】
　コートクローク３２は居室１２とは分離して設けられ、玄関１１のみから出入りできる
ようになっている。玄関１１とコートクローク３２との間には引き戸等のドア３３が設け
られ、ドア３３を閉じることによりコートクローク３２を玄関１１から分離することがで
きる。また、玄関１１と居室１２との間には居室ドア３４が設けられ、この居室ドア３４
を閉じることにより居室１２を玄関１１から分離することができる。
【００４２】
　コートクローク３２には、例えばハンガーラック等の服掛け具３５が設けられている。
屋外から帰宅した住人等は、居室１２に入る前に、玄関１１からコートクローク３２に入
り、コートクローク３２において花粉等の汚染物質が付着した外套等の衣服を脱ぎ、服掛
け具３５に掛けておくことができる。このように、居室１２とは分離されたコートクロー
ク３２を玄関１１に隣接して設け、花粉等の汚染物質が付着した外套等の衣服を居室１２
に入る前にコートクローク３２に収容することが可能な構成としたことにより、玄関１１
とコートクローク３２以外の屋内空間への汚染物質の侵入を抑制することができる。
【００４３】
　コートクローク３２は、商用電源のコンセント３６を備えた構成とすることもできる。
この場合、例えば掃除機などの花粉等の汚染物質を吸引可能な装置をコンセント３６に接
続することで、コートクローク３２の内部で当該装置を使用して身体や衣服に付着した花
粉等の汚染物質を吸引除去する作業を行うことが可能となる。このように、コートクロー
ク３２にコンセント３６を設け、身体や衣服に付着した花粉等の汚染物質を吸引除去する
装置を用いることができるようにしたことにより、玄関１１とコートクローク３２以外の
屋内空間への汚染物質の侵入をさらに確実に抑制することができる。
【００４４】
　本発明の住宅１は、常時換気装置を備えた構成とすることができる。常時換気装置は、
屋内の空気を屋外に排気する排気部４０と、屋外の空気を屋内に給気する給気部４１とを
備えて構成される。
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【００４５】
　図１には、住宅１に、常時換気装置としてパイプ式第一種常時換気システムを設けた場
合を示す。この場合、排気部４０はパイプ式機械排気（パイプ式排気ファン）で構成され
、給気部４１はパイプ式機械給気（パイプ式給気ファン）で構成される。排気部４０は、
例えば一階部分２のコートクローク３２、浴室１６およびトイレ１７に設けられるととも
に、二階部分３のトイレ２５に設けられる。一方、給気部４１は、例えば一階部分２のキ
ッチン１３、居室１２および客間１４に設けられるとともに、二階部分３の主寝室２０お
よび２つの子供部屋２３、２４に設けられる。
【００４６】
　このような常時換気装置では、居室１２や客間１４、キッチン１３に設けられた給気部
４１から屋内に新鮮な空気が供給される。一方、居室１２から玄関１１を通ってコートク
ローク３２へ向けた空気の流れが生じることにより、コートクローク３２や玄関１１から
花粉等の汚染物質が居室１２内へ流れ込むことが防止される。また、居室１２から浴室１
６やトイレ１７へ向けた空気の流れが生じることにより、浴室１６や洗面所１５の湿気が
居室１２内へ流れ込むことが防止されるとともにトイレ１７の臭気が居室１２内へ流れ込
むことが防止される。したがって、この常時換気装置により、屋内の空気を換気し、イオ
ン濃度を適切な値に保持するとともにカビ菌の発生を抑制して、屋内の空気を新鮮な状態
に維持することができる。
【００４７】
　常時換気装置の給気部４１は、給気フィルターを備えた構成とすることができる。この
場合、給気部４１は屋外から取り込んだ空気を、給気フィルターを通して屋内に給気する
構成とされる。
【００４８】
　給気フィルターとしては、例えば、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可
能なものを用いることができる。このような給気フィルターを用いることにより、外気に
含まれる花粉（粒径が２５μｍ程度である）を給気フィルターによって効果的に捕集して
、花粉が除去された清浄な空気を屋内に供給することができる。
【００４９】
　給気部４１に設けられる給気フィルターは、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を７０％以
上捕集可能なものであるのがより好ましく、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を８０％以上
捕集可能なものであるのがさらに好ましく、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を９０％以上
捕集可能なものであるのがさらに好ましい。
【００５０】
　給気部４１に設けられる給気フィルターとしては、粒径が１μｍ以上の粒状物質を５０
％以上捕集可能なものを用いることもできる。この場合、外気に含まれる花粉だけでなく
、例えばＰＭ２．５などの花粉よりも粒径が小さい汚染物質をも給気フィルターによって
効果的に捕集して、より清浄化された空気を屋内に供給することができる。
【００５１】
　このような粒径が１μｍ以上の粒状物質を捕集可能な給気フィルターにおいても、粒径
が１μｍ以上の粒状物質を７０％以上捕集可能なものであるのがより好ましく、粒径が１
μｍ以上の粒状物質を８０％以上捕集可能なものであるのがさらに好ましく、粒径が１μ
ｍ以上の粒状物質を９０％以上捕集可能なものであるのがさらに好ましい。
【００５２】
　また、給気部４１に設けられる給気フィルターとしては、粒径が０．１μｍ以上の粒状
物質を５０％以上捕集可能なものを用いることもできる。この場合、ＰＭ２．５よりもさ
らに粒径が小さい汚染物質をも給気フィルターによって効果的に捕集して、より清浄化さ
れた空気を屋内に供給することができる。
【００５３】
　このような粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を捕集可能な給気フィルターにおいても、
粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を７０％以上捕集可能なものであるのがより好ましく、
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粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を８０％以上捕集可能なものであるのがさらに好ましく
、粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を９０％以上捕集可能なものであるのがさらに好まし
い。
【００５４】
　なお、給気部４１に設けられる給気フィルターとして、粒径が１μｍ以上の粒状物質を
捕集可能なものや粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を捕集可能なものを用いた場合であっ
ても、常時換気装置としてパイプ式第一種常時換気システムを用いることにより、給気の
圧力損失に抗して外気を確実に屋内に供給することができる。
【００５５】
　給気部４１は、外気に含まれる臭気の原因物質を除去する臭気除去機能を備えたものと
することもできる。例えば、給気部４１は、臭気除去機能として、臭気の原因物質を吸着
する活性炭等の吸着フィルターを備えた構成とすることができる。このように給気部４１
が臭気除去機能を備えることにより、屋外から取り込まれる空気から臭気の原因物質を除
去して、屋内に臭いのない清浄な空気を供給することができる。
【００５６】
　なお、給気部４１は、臭気除去機能として、上記した吸着フィルターに替えてまたは吸
着フィルターとともにイオン発生装置またはオゾン発生装置を備えた構成とすることもで
きる。この場合においても、イオン発生装置またはオゾン発生装置によって屋外から取り
込まれる空気から臭気の原因物質を分解除去することができ、これにより屋内に臭いのな
い清浄な空気を供給することができる。
【００５７】
　常時換気装置は、排気部４０あるいは給気部４１に、空気中の埃を検知する埃検知セン
サ、空気中の臭気の原因物質を検知する臭気物質検知センサ、空気の温度を検知する温度
検知センサ、空気の湿度を検知する湿度検知センサの少なくとも何れか１つのセンサを設
けた構成とすることができる。この場合、常時換気装置は、各センサの検出値に基づいて
排気部４０の排気量（屋内から屋外に排気される空気の単位時間当たりの量）または給気
部４１の給気量（屋外から屋内に給気される空気の単位時間当たりの量）を調整する機能
を有することができる。
【００５８】
　なお、常時換気装置の各種センサは、全ての排気部４０および給気部４１に設けてもよ
く、少なくとも１つの排気部４０および給気部４１に設けてもよい。また、常時換気装置
の各種センサは、排気部４０および給気部４１の両方に設けてもよく、排気部４０または
給気部４１の一方のみに設けてもよい。このように、常時換気装置の各種センサを、所望
の排気部４０および給気部４１にのみ設けた構成とすることができる。
【００５９】
　当該調整機能を実現するために、常時換気装置は、例えばマイクロコンピュータ等の制
御装置を備えた構成とすることができる。この場合、常時換気装置は、各種センサの検出
値や排気部４０および給気部４１の作動状況などの情報を、有線あるいは無線で他の機器
に出力するインターフェイスを備えた構成とすることができる。このようなインターフェ
イスを有することにより、常時換気装置を他の機器と連携して作動させることが可能とな
る。
【００６０】
　常時換気装置は、上記した第一種の常時換気システムに限らず、第二種の常時換気シス
テムとすることもできる。第二種の常時換気システムでは、給気部４１が機械給気である
のに対して排気部４０は自然排気とされる。したがって、第二種の常時換気システムでは
屋内の気圧が屋外の気圧よりも高い気圧つまり陽圧になるので、玄関１１や窓を通しての
花粉等の汚染物質の屋内への侵入を効果的に抑制することができる。
【００６１】
　また、常時換気装置として、上記した第一種の常時換気システムまたは第二種の常時換
気システムを採用した場合には、複数ある給気部４１の少なくとも一部をダクト式機械給
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気に構成することもできる。複数の給気部４１をダクト式機械給気に構成することにより
、これら複数の給気口４１の外気の取り込み口を１つに集約することができるので、給気
フィルターの数を最小限に減らして、そのメンテナンス性を向上させることができる。
【００６２】
　さらに、常時換気装置は、上記した第一種の常時換気システムや第二種の常時換気シス
テムに限らず、第三種の常時換気システムとすることもできる。第三種の常時換気システ
ムでは、排気部４０と給気部４１の両方ともが自然給気とされるので、機械排気や機械給
気が不要となり、常時換気装置をより安価に構成することができる。
【００６３】
　上記のように、この住宅１では、コートクローク３２および常時換気装置を備えること
により、屋外から屋内への花粉等の汚染物質の侵入を抑制するようにしているが、その侵
入を完全に防止することはできず、ある程度の汚染物質が屋内に侵入することがある。
【００６４】
　そこで、本発明の住宅１では、汚染物質が屋内に侵入した場合でも、屋内の空気を健康
的な状態に維持するために、一階部分２の空気を清浄化する第１空気清浄器５０と、二階
部分３の空気を清浄化する第２空気清浄器５１とを設けるとともに、二階部分３にパネル
５２を備えた屋内温度調整装置５３を設けるようにしている。
【００６５】
　第１空気清浄器５０は、住宅１のキッチン１３が設けられる第１フロアである一階部分
２に少なくとも１台が設けられる。本実施の形態では、第１空気清浄器５０を、キッチン
１３の天井に埋設して設けた場合を示す。なお、第１空気清浄器５０は、キッチン１３の
天井に埋設した構成に限らず、キッチン１３の壁または床に埋設した構成とすることもで
きる。また、第１空気清浄器５０は、一階部分２の居室１２の天井、壁または床に埋設し
た構成とすることもできる。
【００６６】
　第１空気清浄器５０は、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フ
ィルターを備えており、キッチン１３の周辺における屋内空間から空気を吸引するととも
に、吸引した空気を、清浄フィルターを通してキッチン１３の周辺の屋内空間に再度給気
する機能を有している。清浄フィルターは粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕
集可能なものとされているので、キッチン１３の周辺の空気中に含まれる花粉を清浄フィ
ルターによって捕集して、花粉が除去された清浄な空気をキッチン１３やこれに連なる居
室１２に供給することができる。
【００６７】
　一方、第２空気清浄器５１は、住宅１のキッチン１３が設けられる第１フロアとは異な
る第２フロアである二階部分３に少なくとも１台が設けられる。本実施の形態では、第２
空気清浄器５１を、二階部分３の主寝室２０の天井に埋設して設けた場合を示す。なお、
第２空気清浄器５１は、主寝室２０の天井に埋設した構成に限らず、主寝室２０の壁また
は床に埋設した構成とすることもできる。また、第２空気清浄器５１は、二階部分３の主
寝室２０以外の部屋（例えば子供部屋２３、２４）ないし領域の天井、壁または床に埋設
した構成とすることもできる。
【００６８】
　第２空気清浄器５１は、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フ
ィルターを備えており、主寝室２０における屋内空間から空気を吸引するとともに、吸引
した空気を、清浄フィルターを通して主寝室２０の屋内空間に再度給気する機能を有して
いる。清浄フィルターは粒径が２０μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能なものとさ
れているので、主寝室２０の空気中に含まれる花粉を清浄フィルターによって捕集して、
花粉が除去された清浄な空気を主寝室２０に供給することができる。
【００６９】
　上記のように、第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１には、粒径が２０μｍ以
上の粒状物質を５０％以上捕集可能な清浄フィルターを用いることができるが、粒径が２
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０μｍ以上の粒状物質を７０％以上捕集可能な清浄フィルターを用いるのがより好ましく
、粒径が２０μｍ以上の粒状物質を９０％以上捕集可能な清浄フィルターを用いるのがさ
らに好ましい。
【００７０】
　また、第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１に設けられる清浄フィルターとし
て、粒径が１μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能なものを用いることもできる。こ
の場合、空気中に含まれる花粉だけでなく、例えばＰＭ２．５などの花粉よりも粒径が小
さい汚染物質をも清浄フィルターによって効果的に捕集することができるので、第１空気
清浄器５０および第２空気清浄器５１によって屋内の空気をより清浄化させることができ
る。
【００７１】
　このような粒径が１μｍ以上の粒状物質を捕集可能な給気フィルターにおいても、粒径
が１μｍ以上の粒状物質を７０％以上捕集可能なものであるのがより好ましく、粒径が１
μｍ以上の粒状物質を９０％以上捕集可能なものであるのがさらに好ましい。
【００７２】
　また、第１空気清浄器５０および第２空気清浄器４１に設けられる清浄フィルターとし
て、粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を５０％以上捕集可能なものを用いることもできる
。この場合、ＰＭ２．５よりもさらに粒径が小さい汚染物質をも清浄フィルターによって
効果的に捕集することができるので、第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１によ
って屋内の空気をさらに清浄化させることができる。
【００７３】
　このような粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を捕集可能な給気フィルターにおいても、
粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を７０％以上捕集可能なものであるのがより好ましく、
粒径が０．１μｍ以上の粒状物質を９０％以上捕集可能なものであるのがさらに好ましい
。
【００７４】
　第１空気清浄器５０は、キッチン１３の周辺における屋内の空気中から臭気の原因物質
を除去する臭気除去機能を備える構成とすることもできる。同様に、第２空気清浄器５１
は、主寝室２０における屋内の空気中から臭気の原因物質を除去する臭気除去機能を備え
る構成とすることもできる。この場合、第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１に
設けられる臭気除去機能は、臭気の原因物質であるアンモニア、アセトアルデヒドおよび
酢酸の少なくとも１つを除去する機能を有する構成とされるのが好ましい。第１空気清浄
器５０および第２空気清浄器５１に臭気除去機能を設けることにより、屋内の空気中から
臭気を除去して、屋内の空気をより清浄化させることができる。
【００７５】
　第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１の臭気除去機能は、例えば、臭気の原因
物質を吸着する活性炭等の吸着フィルターで構成することができる。または、第１空気清
浄器５０および第２空気清浄器５１の臭気除去機能は、上記した吸着フィルターに替えて
、または吸着フィルターとともに、イオン発生装置またはオゾン発生装置を備えた構成と
することもできる。この場合、イオン発生装置またはオゾン発生装置により、屋内の空気
中に含まれる臭気の原因物質を分解除去して、屋内の空気を臭いのない清浄な空気とする
ことができる。
【００７６】
　第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１に設けられる臭気除去機能は、臭気の原
因物質の除去効率が運転開始から１時間後に５０％以上、つまり運転開始から１時間で空
気中の臭気の原因物質を５０％以上除去可能な能力を有するものであるのが好ましい。よ
り好ましい臭気除去機能は、臭気の原因物質の除去効率が運転開始から３０分後に５０％
以上、つまり運転開始から３０分で空気中の臭気の原因物質を５０％以上除去可能な能力
を有するものである。
【００７７】
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　第１空気清浄器５０は、キッチン１３の周辺における屋内の空気中に含まれる粒状物質
を検知する粒状物質検知センサを備えた構成とすることができる。この場合、粒状物質検
知センサは、第１空気清浄器５０のキッチン１３の天井に埋設される本体部分とは別体に
構成されて室内の壁等に設置されるコントローラに設けることができるが、キッチン１３
の周辺における屋内の空気中に含まれる粒状物質を検知することができれば、例えば第１
空気清浄器５０の天井に埋設される本体部分に設けるなど、その配置場所は問わない。
【００７８】
　同様に、第２空気清浄器５１は、主寝室２０における屋内の空気中に含まれる粒状物質
を検知する粒状物質検知センサを備えた構成とすることができる。この場合においても、
粒状物質検知センサは、第２空気清浄器５１の主寝室２０の天井に埋設される本体部分と
は別体に構成されて室内の壁等に設置されるコントローラに設けることができるが、主寝
室２０内の空気中に含まれる粒状物質を検知することができれば、例えば第２空気清浄器
５１の天井に埋設される本体部分に設けるなど、その配置場所は問わない。
【００７９】
　第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１は、それぞれ吸引量制御部を備えた構成
とすることができる。この場合、吸引量制御部は、例えばマイクロコンピュータを備えた
構成とすることができる。吸引量制御部は、粒状物質検知センサの検知結果に基づいて、
吸引量制御部により当該空気清浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量
を調整することができる。例えば、吸引量制御部は、粒状物質検知センサが空気中に所定
量以上の粒状物質が含まれていることを検知した場合には当該空気清浄器５０、５１が吸
引する単位時間当たりの空気の吸引量を増加させるように調整し、粒状物質検知センサが
空気中に含まれる粒状物質が所定量以下であることを検知した場合には当該空気清浄器５
０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を低下させるように調整する構成とす
ることができる。
【００８０】
　また、第１空気清浄器５０はおよび第２空気清浄器５１は、それぞれ、人間の所在を検
知するための人感センサを備えた構成とすることができる。人感センサとしては、例えば
カメラ、焦電型赤外線センサ、その他の形式の赤外線センサ等を用いることができる。人
感センサは、例えば、第１空気清浄器５０や第２空気清浄器５１の本体部分またはコント
ローラに設けることができるが、これらとは別に設けることもできる。この場合、吸引量
制御部は、粒状物質検知センサの検知結果に加えて、人感センサの検知結果にも基づいて
、当該空気清浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を調整する構成と
することができる。例えば、吸引量制御部は、人感センサが、所定時間以上、人の所在を
検知しない場合には当該空気清浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量
を低下させるように調整し、人感センサが人の所在を検知した場合に当該空気清浄器５０
、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を増加させるように調整する構成とする
ことができる。
【００８１】
　第１空気清浄器５０は、キッチン１３の周辺における屋内の空気中に含まれる臭気の原
因物質を検知する臭気物質検知センサを備えた構成とすることができる。この場合、臭気
物質検知センサは、第１空気清浄器５０のキッチン１３の天井に埋設される本体部分とは
別体に構成されて室内の壁等に設置されるコントローラに設けることができるが、キッチ
ン１３の周辺における屋内の空気中に含まれる臭気の原因物質を検知することができれば
、例えば天井に埋設される第１空気清浄器５０の本体部分に設けるなど、その配置場所は
問わない。
【００８２】
　同様に、第２空気清浄器５１は、主寝室２０における屋内の空気中に含まれる臭気の原
因物質を検知する臭気物質検知センサを備えた構成とすることができる。この場合におい
ても、臭気物質検知センサは、第２空気清浄器５１の主寝室２０の天井に埋設される本体
部分とは別体に構成されて室内の壁等に設置されるコントローラに設けることができるが
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、主寝室２０内の空気中に含まれる臭気の原因物質を検知することができれば、例えば天
井に埋設される第２空気清浄器５１の本体部分に設けるなど、その配置場所は問わない。
【００８３】
　空気清浄器５０、５１に臭気物質検知センサが設けられる場合には、吸引量制御部は、
粒状物質検知センサおよび人感センサの検知結果に加えて、臭気物質検知センサの検知結
果にも基づいて、当該空気清浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を
調整する構成とすることができる。例えば、吸引量制御部は、臭気物質検知センサが、空
気中に所定量以上の臭気の原因物質が含まれていることを検知した場合には、当該空気清
浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を増加させるように調整し、臭
気物質検知センサが、空気中に含まれる臭気の原因物質が所定量以下であることを検知し
た場合には、当該空気清浄器５０、５１が吸引する単位時間当たりの空気の吸引量を低下
させるように調整する構成とすることができる。
【００８４】
　このような構成の第１空気清浄器５０および第２空気清浄器５１は、それぞれ、粒状物
質検知センサ、人感センサおよび臭気物質検知センサの検出値や本体部分の作動状況など
の情報を、有線あるいは無線で他の機器に出力するインターフェイスを備えた構成とする
ことができる。このようなインターフェイスを有することにより、第１空気清浄器５０お
よび第２空気清浄器５１を他の機器と連携して作動させることが可能となる。
【００８５】
　前述のように、本発明の住宅１には、二階部分３の屋内空間の気温を調整するための冷
暖房器具として、屋内温度調整装置５３が設けられている。この屋内温度調整装置５３の
パネル５２は住宅１の二階部分３に配置される。図示する場合には、パネル５２は、二階
部分３の第２空気清浄器５１が配置される部屋と同一の部屋、つまり主寝室２０に配置さ
れている。
【００８６】
　屋内温度調整装置５３は、パネル５２を加熱することにより主寝室２０の気温（室温）
を高めることができるとともに、パネル５２を冷却することにより主寝室２０の気温（室
温）を低下させることができる。つまり、主寝室２０に露出して配置されているパネル５
２を加熱または冷却することにより、パネル５２と主寝室２０内の空気との間で直接熱交
換し、またはパネル５２と主寝室２０内の空間との間で熱交換することで主寝室２０の室
温を調整することができる。このように、パネル５２を備えた屋内温度調整装置５３は、
温風ないし冷風を送風するエアコンディショナーとは相違して、主寝室２０の室内の空気
に対する送風を行うことなく当該室温を調整することができる。したがって、主寝室２０
内にある程度の花粉等の汚染物質が侵入した状態において屋内温度調整装置５３を作動さ
せて室温を調整しても、当該汚染物質が主寝室２０の内部で再上昇されて空気中に舞うこ
とを抑制して、当該主寝室２０の空気を清浄な状態に維持することができる。
【００８７】
　パネル５２は、熱交換を効率良く行うことができるように、金属で形成されるのが好ま
しい。特に、パネル５２は、アルミニウム合金製とするのが好ましい。パネル５２をアル
ミニウム合金製とすることにより、このパネル５２を軽量化し、腐食を抑制することがで
きるとともに当該パネル５２の熱伝導率を高めることができる。また、パネル５２は、銅
またはその合金で形成することもできる。この場合、パネル５２の熱伝導率をさらに高め
ることができる。さらに、パネル５２は鉄やその合金（例えばステンレススチール等の鋼
材）で形成することもできる。この場合、パネル５２の強度を高めることができる。
【００８８】
　パネル５２は、上記した何れの材質で形成された場合であっても、その表面が被膜でコ
ーティングされた構成とするのが好ましい。被膜としては、例えば、塗膜、酸化膜、蒸着
膜等を採用することができるが、特に、セラミック塗装を採用するのが好ましい。このよ
うな被膜でパネル５２をコーティングすることにより、パネル５２の輻射効率を高めて、
より効率良く主寝室２０の冷暖房を行うことができる。



(14) JP 2016-114277 A 2016.6.23

10

20

30

40

50

【００８９】
　パネル５２は、常温において、０．９以上の放射率を有する構成とするのが好ましい。
上記したセラミック塗装でパネル５２をコーティングすれば０．９以上の放射率を得るこ
とができる。ここで、常温とは、日本工業規格で定められた「常温」つまり２０±１５℃
（５℃～３５℃）をいう。なお、パネル５２としては、上記した０．９以上の放射率を有
する構成のものに限らず、０．７以上の放射率を有する構成のものや、０．８以上の放射
率を有する構成のものを採用することもできる。
【００９０】
　図３に示すように、屋内温度調整装置５３は、複数枚のパネル５２を備えた構成とする
ことができる。なお、図３においては、便宜上、一つのパネル５２にのみ符号を付してあ
る。この場合、それぞれ同一の長さの長尺板状に形成された複数枚のパネル５２を、互い
に所定の間隔を開けて略平行に並べて配置した構成とすることができる。このような構成
により、各パネル５２の間の風通しを良くして各パネル５２による空気との直接の熱交換
を効率良く行わせることができる。
【００９１】
　図３に示すように、複数枚のパネル５２は、その長手方向を略鉛直方向（略上下方向）
に向けて配置するのが好ましい。このような配置により、パネル５２によって加熱または
冷却された空気の対流が当該パネル５２によって妨げられることを防止して、より効率良
く主寝室２０を冷暖房することができる。
【００９２】
　各パネル５２は、その長手方向の両端に設けられる一対のフレーム５４により互いに連
結された構成とすることができる。この場合、各パネル５２は、主寝室２０の床から天井
付近に達する長さに形成され、各フレーム５４を介して主寝室２０の床および天井に支持
される構成とすることができる。
【００９３】
　パネル５２の鉛直方向下側には結露受皿５５を設けることができる。この結露受皿５５
は、例えば図３に示すように、パネル５２の下側に配置されるフレーム５４と一体に設け
ることもできる。このような結露受皿５５を設けることにより、パネル５２の表面で生じ
た結露を結露受皿５５で受けて、結露によって床が濡らされることを防止することができ
る。
【００９４】
　結露受皿５５は、その内部に溜まった水を外部に排出するためのドレイン部を有するの
が好ましい。この場合、ドレイン部は屋外または下水等に接続されるのが好ましい。この
ような構成により、結露受皿５５から結露で溜まった水が溢れ出すことを未然に防止する
ことができる。
【００９５】
　なお、結露受皿５５にドレイン部を設けることなく、当該結露受皿５５に溜まった水を
、例えば加湿などの他の用途に用いるようにしてもよい。
【００９６】
　屋内温度調整装置５３は、パネル５２を加熱する加熱機能とパネル５２を冷却する冷却
機能つまり冷暖房機能を備えている。このような冷暖房機能を実現するために、屋内温度
調整装置５３は熱源機５６を備えた構成とすることができる。
【００９７】
　屋内温度調整装置５３は各パネル５２の内部を通る液体流路５７を有し、熱源機５６は
この液体流路５７に接続される。この場合、液体流路５７は、その一端において熱源機５
６の流出口に接続され、その中間部分が各パネル５２の内部に循環配置されるとともに、
その他端において熱源機５６の流入口に接続される。
【００９８】
　熱源機５６は、液体流路５７に屋内の気温よりも高い温度の液体を供給することでパネ
ル５２を加熱することができる。つまり、熱源機５６から液体流路５７に屋内の気温より
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も高い温度の液体が供給されることにより、当該液体をパネル５２の内部で循環させて、
パネル５２を液体により加熱することができる。反対に、熱源機５６は、液体流路５７に
屋内の気温よりも低い温度の液体を供給することでパネル５２を冷却することができる。
つまり、熱源機５６から液体流路５７に屋内の気温よりも低い温度の液体が供給されるこ
とにより、当該液体をパネル５２の内部で循環させて、パネル５２を液体により冷却する
ことができる。
【００９９】
　液体流路５７を循環する液体としては、例えば水や不凍液等を用いることができる。パ
ネル５２を循環した液体は、液体流路５７を通って熱源機５６に戻され、再度、熱源機５
６により加熱ないし冷却されてパネル５２に向けて液体流路５７に送られる。
【０１００】
　液体流路５７は、パネル５２と熱源機５６との間の部分が地中に通された構成とするこ
ともできる。この場合、地中の所定深さにまで達するように埋められた配管の内部に液体
流路５７を通した構成とすることができる。このような構成により、液体流路５７の地中
内に配置された部分において、液体を地中熱との間で熱交換させて、液体流路５７を流れ
る液体の加熱ないし冷却をより効率良く行うことができる。
【０１０１】
　熱源機５６としては、例えばヒートポンプを用いることができる。熱源機５６としてヒ
ートポンプを用いることにより、容易に液体の加熱と冷却とを行うことができる。
【０１０２】
　なお、屋内温度調整装置５３が、パネル５２の加熱つまり主寝室２０の暖房のみを行う
構成とされる場合には、熱源機５６としてヒートポンプに替えて、例えばガスや灯油で作
動するボイラー等の機器を用いることもできる。
【０１０３】
　また、パネル５２に供給する液体として地下水や温泉等を用いる場合には、液体流路５
７を循環路に構成することなく、パネル５２を通過した液体をそのまま下水等に排出する
構成とすることもできる。
【０１０４】
　屋内温度調整装置５３は、主寝室２０における屋内空間の気温つまり主寝室２０の室温
を検知する気温センサを備えた構成とすることができる。この場合、気温センサは、パネ
ル５２またはパネル５２や熱源機５６とは別体に構成されて室内の壁等に設置されるコン
トローラ５８に設けられるのが好ましい。このコントローラ５８は、操作者の操作により
主寝室２０の室温の設定等を行うものである。また、屋内温度調整装置５３は、気温セン
サに加えて主寝室２０の湿度を検知する湿度センサを備えた構成とすることもできる。湿
度センサも、気温センサと同様に、パネル５２またはコントローラ５８に設けることがで
きる。
【０１０５】
　また、屋内温度調整装置５３は液体調整部を備えた構成とすることができる。液体調整
部は、気温センサの検知結果に基づいて、熱源機５６が液体流路５７つまりパネル５２に
供給するべき液体の量および温度の少なくともいずれか一方を調整する。つまり、液体調
整部は、液体の温度を一定のまま液体流路５７に供給する単位時間当たりの液体の流量を
調整することでパネル５２の加熱ないし冷却度合いを調整し、または、液体流路５７に供
給する単位時間当たりの液体の流量を一定としたままで液体の温度を増減させることでパ
ネル５２の加熱ないし冷却度合いを調整し、または、液体の温度と単位時間当たりの流量
の両方を調整することでパネル５２の加熱ないし冷却度合いを調整する。
【０１０６】
　このような構成により、主寝室２０の気温（室温）に基づいたフィードバック制御を行
いながら、パネル５２により主寝室３０を効率良く冷暖房することができる。
【０１０７】
　なお、液体調整部は、気温センサの検知結果に加えて湿度センサの検知結果をも加味し
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て、熱源機５６が液体流路５７つまりパネル５２に供給するべき液体の量および温度の少
なくともいずれか一方を調整する構成とすることもできる。このような構成により、主寝
室２０の気温（室温）及び湿度に基づいたフィードバック制御を行いながら、パネル５２
により主寝室２０をより快適に冷暖房することができる。
【０１０８】
　さらに、屋内温度調整装置５３に液体の温度またはパネル５２の温度を検知する温度セ
ンサを設け、液体調整部を、気温センサの検知結果に加えて温度センサの検知結果をも加
味して、熱源機５６が液体流路５７つまりパネル５２に供給するべき液体の量および温度
の少なくともいずれか一方を調整する構成とすることもできる。このような構成により、
主寝室２０の気温（室温）およびパネル５２の温度ないし液体の温度に基づいたフィード
バック制御を行いながら、パネル５２により主寝室３０をより効率良く冷暖房することが
できる。
【０１０９】
　上記機能を実現するために、屋内温度調整装置５３は、例えば、マイクロコンピュータ
等の制御部を備えた構成とすることができる。この場合、屋内温度調整装置５３は、各種
センサの検出値などの情報を、有線あるいは無線で他の機器に出力するインターフェイス
を備えた構成とすることができる。このようなインターフェイスを有することにより、屋
内温度調整装置５３を他の機器と連携して作動させることが可能となる。
【０１１０】
　以上説明したように、本発明の住宅１では、屋内に侵入した花粉等の汚染物質を、一階
部分２に設置した第１空気清浄器５０と二階部分に設置した第２空気清浄器５１とで清浄
化することができる。加えて、本発明の住宅１では、主寝室２０が設けられる二階部分３
の冷暖房を行う機器として送風を行うことなく冷暖房を行うことが可能なパネル５２を備
えた屋内温度調整装置５３を用いることにより、屋内の床等に溜まった花粉等の汚染物質
が上昇して空気中に舞うのを抑制することができる。これにより、本発明の住宅１は、花
粉等の汚染物質がある程度屋内に侵入してしまった場合であっても、屋内の空気を健康的
な状態に維持することができるとうい効果を得ることができる。
【０１１１】
　この住宅１は、その屋内に部屋干し空間２７を備えることができる。本実施の形態にお
いては、前述のように、二階部分３のベランダ２８に面した領域に部屋干し空間２７が設
けられている。部屋干し空間２７には、洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器
具の設置を補助する器具が設けられる。例えば、図４に示すように、部屋干し空間２７の
天井に、一対の支持器具６０を、そのロッド部分６０ａを天井にねじ込む等の手段によっ
て着脱自在に取り付け、これらのロッド部分６０ａの下端に一体に設けられたリング体６
０ｂに物干し竿６１を通して当該物干し竿６１を部屋干し空間２７に設置させる構成とす
ることができる。このような支持器具６０が設けられることにより、部屋干し空間２７は
、洗濯物等を干すことが可能な空間に構成される。
【０１１２】
　洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器具の設置を補助する器具は、上記構成
のものに限らず、種々の形状ないし形態のものを用いることもできる。例えば、上記器具
としては、部屋干し空間２７における壁や床に設置される構成のものを用いることもでき
る。また、上記器具としては、天井や床、壁等に着脱自在に固定される構成に限らず、天
井や床、壁等に収容可能に設けられる構成のものを用いることもできる。さらに、洗濯物
を干すことを可能とする器具は、当該器具の設置を補助する器具を用いることなく、単独
で設置される構成とすることもできる。
【０１１３】
　図２に示すように、部屋干し空間２７には送風装置６２が設けられるのが好ましい。こ
の送風装置６２は、部屋干し空間２７における天井、壁または床に固定された構成とする
のが好ましい。
【０１１４】
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　送風装置６２は、部屋干し空間２７に対して送風する機能、より好ましくは上記器具に
よって干される洗濯物等に向けて送風する機能を有するものとすることができる。送風装
置６２は、屋内の空気の循環を行うことで部屋干し領域に送風する構成のものとすること
ができる。このような構成とすることにより、送風装置６２のコストを低減することがで
き、また、送風装置６２を設置するための施工を容易にすることができる。
【０１１５】
　送風装置６２は、除湿機能を有する構成とすることもできる。送風装置６２が除湿機能
を備えることにより、洗濯物等に乾燥した空気を送風することを可能として、洗濯物をよ
り効率良く乾かすことができる。
【０１１６】
　また、送風装置６２は、温風を送風可能な構成とすることもできる。送風装置６２が洗
濯物等に温風を送風することにより、洗濯物をより効率良く乾かすことができる。
【０１１７】
　さらに、送風装置６２は、風向きを上下方向に変更可能な構成とすることもできる。こ
のような構成とすることにより、洗濯物等の所望の位置に空気を送風することを可能とし
て、洗濯物をより効率良く乾かすことができる。この場合、送風装置６２は、風向きを上
下方向に自動的に変更する機能を有する構成とすることもできる。これにより、洗濯物等
に満遍なく送風することを可能として、洗濯物をさらに効率良く乾かすことができる。
【０１１８】
　さらに、送風装置６２は、部屋干し空間２７における空気中から臭気の原因物質を除去
する臭気除去機能を備えた構成とすることもできる。送風装置６２が臭気除去機能を備え
ることにより、洗濯物等が発生する部屋干し臭を低減することができる。
【０１１９】
　臭気除去機能は、例えば、臭気の原因物質を吸着する活性炭等の吸着フィルターで構成
することができる。また、臭気除去機能は、上記した吸着フィルターに替えて、または吸
着フィルターとともに、イオン発生装置またはオゾン発生装置を備えた構成とすることも
できる。この場合、イオン発生装置またはオゾン発生装置により、部屋干し空間２７の空
気中に含まれる臭気の原因物質を分解除去することができる。
【０１２０】
　部屋干し空間２７には、この部屋干し空間２７の空気を屋外に排気する排気装置を設け
ることもできる。排気装置を設けることで、部屋干し空間２７に洗濯物等を干したときに
おける湿度の高い空気を屋外に排気して、洗濯物をより効率良く乾かすことができる。
【０１２１】
　排気装置としては、その排気能力が２０ｍ3／hour（毎時２０ｍ3）以上のものを用いる
ことができるが、排気能力が５０ｍ3／hour（毎時２０ｍ3）以上のものがより好ましく、
排気能力が１００ｍ3／hour（毎時２０ｍ3）以上のものがさらに好ましい。
【０１２２】
　排気装置は、送風装置６２とは別に設けることもできるが、送風装置６２と一体に設け
られる構成とすることもできる。例えば、上記実施の形態においては、送風装置６２を、
排気装置としての機能つまり排気機能を有するものとしている。
【０１２３】
　排気機能が設けられた送風装置６２は、屋外の空気を部屋干し空間２７に供給する給気
機能を備えた構成とすることもできる。この場合、送風装置６２は、洗濯物等に送風を行
いつつ部屋干し空間２７の空気を換気することができるので、屋内の空気環境を低減させ
ることなく、より効果的に洗濯物等を乾かすことができる。なお、送風装置６２に給気機
能を設ける場合には、当該給気経路に、常時換気装置で用いたのと同様の給気フィルター
を設けるのが好ましい。
【０１２４】
　部屋干し空間２７はサンテラス３１が設けられたベランダ２８に隣接しているので、天
気が良く、空気中に含まれる花粉等の汚染物質の量が少ない日には、ドア３０を開けて洗
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濯物をベランダ２８ないしサンテラス３１に容易に干すことができる。つまり、外干しと
部屋干しとの連携が容易となる。
【０１２５】
　図１に示すように、洗面所１５に、例えば図４に示すような洗濯物を干すことを可能と
する器具または当該器具の設置を補助する器具を設けるとともに送風装置６２を設けるこ
とにより、浴室１６に隣接する洗面所１５を部屋干し空間に構成することもできる。この
場合、浴室１６に排気部４０が設けられているので、部屋干し空間とされた洗面所１５に
別途に排気装置を設ける必要がなく、その分のコストを低減することができる。また、洗
面所１５には洗濯機６３を設置可能な給水口および排水口が設けられているので、洗濯機
６３を部屋干し空間である洗面所１５に配置することができる。したがって、洗濯物を干
す場所と洗濯機とを同一の部屋に設けて、洗濯物を干す作業を容易にすることができる。
【０１２６】
　このような構成の部屋干し空間２７を設けることにより、屋外の空気中に含まれる花粉
等の汚染物質が多い日などには、洗濯物を屋内の部屋干し空間２７に干すことができる。
また、洗濯物を屋内の部屋干し空間２７に干しても、その湿気や臭いを抑制して、屋内の
空気を清浄で健康的な状態に維持することができる。
【０１２７】
　図５は本発明の他の実施形態である住宅の一階部分の間取り図であり、図６は図５に示
す住宅の二階部分の間取り図である。なお、図５、図６においては、前述した構成に対応
する構成には同一の符号を付し、再度の説明は省略する。
【０１２８】
　図５に示す変形例の住宅１では、住宅１の一階部分２の南東側の角部分に玄関１１が設
けられている。玄関１１の西側にはキッチン１３と、リビングルームとダイニングルーム
とが一体となった居室１２が設けられ、この居室１２の北側には客間１４が設けられてい
る。客間１４の東側には階段１８とトイレ１７が設けられている。一方、玄関１１の北側
には洗面所１５が設けられ、洗面所１５の北側に浴室１６が設けられている。
【０１２９】
　一方、住宅１の二階部分３には、東側の壁に面して主寝室２０が設けられている。この
主寝室２０の北側はウォーク・イン・クローゼット２１となっている。二階部分３の中央
領域は一階部分から延びる階段１８が連なるホール２２となっており、このホール２２の
西側には南北方向に並べて２つの子供部屋２３、２４が設けられている。ホール２２の北
側にはトイレ２５が設けられ、南側には部屋干し空間２７が設けられている。この部屋干
し空間２７は、ファミリースペースを兼ねた構成とされている。二階部分３の南側の外部
にはベランダ２８が設けられ、主寝室２０のベランダ２８に面する壁には掃出し窓２９が
設けられている。また、部屋干し空間２７のベランダ２８に面する壁にも掃出し窓２９が
設けられ、この掃出し窓２９の外側にはサンテラス３１が設けられている。
【０１３０】
　一方、常時換気装置を構成する排気部４０は、例えば一階部分２の浴室１６およびトイ
レ１７に設けられるとともに、二階部分３のトイレ２５および部屋干し空間２７に設けら
れる。一方、給気部４１は、例えば一階部分２の居室１２（居室１２には２つ設けられて
いる）、客間１４および洗面所１５に設けられるとともに、二階部分３の主寝室２０およ
び２つの子供部屋２３、２４に設けられる。
【０１３１】
　この変形例の住宅１においても、キッチン１３を有する一階部分２の居室１２に第１空
気清浄器５０が設けられ、二階部分３の主寝室２０に第２空気清浄器５１と屋内温度調整
装置５３のパネル５２とが配置される。これにより、屋内に侵入した花粉等の汚染物質を
、一階部分２に設置した第１空気清浄器５０と二階部分３に設置した第２空気清浄器５１
とで清浄化するとともに、主寝室２０が設けられる二階部分３の冷暖房を行う機器として
送風を行うことなく冷暖房を行うことが可能なパネル５２を備えた屋内温度調整装置５３
を用いることにより、屋内の床等に溜まった花粉等の汚染物質が上昇して空気中に舞うの
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を抑制して、花粉等の汚染物質がある程度屋内に侵入してしまった場合であっても、屋内
の空気を健康的な状態に維持することができる。
【０１３２】
　また、洗面所１５は、玄関１１から居室１２を通らずに入ることができる構成となって
いるので、洗面所１５において花粉等の汚染物質が付着した衣服を脱ぎ、洗濯機６３に入
れることができる。したがって、居室１２への花粉等の汚染物質の侵入を抑制することが
できる。なお、洗面所１５に給気部４１が設けられ、これに隣接する浴室１６に排気部４
０が設けられているので、洗面所１５の空気中に舞った花粉等の汚染物質は、当該洗面所
１５から浴室１６に流れて当該浴室１６の排気部４０から屋外に排気される。したがって
、洗面所１５から居室１２等へ向けた汚染物質の漏れ出しを抑制することができる。
【０１３３】
　この変形例の住宅１においても、洗面所１５は、洗濯物を干すことを可能とする器具ま
たは当該器具の設置を補助する器具および送風装置６２が設けることにより部屋干し空間
に構成することができる。この場合においても、洗面所１５に給気部４１が設けられ、こ
れに隣接する浴室１６に排気部４０が設けられているので、洗面所１５つまり部屋干し空
間において洗濯物等を効率良く乾かすことができる。
【０１３４】
　また、この変形例の住宅１においても、二階部分３に設けられる部屋干し空間２７には
洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器具の設置を補助する器具および送風装置
６２が設けられている。洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器具の設置を補助
する器具は、図４に示すのと同様のものを設けることができる。なお、部屋干し空間２７
には、排気装置と同様の機能を有する排気部４０が設けられているので、送風装置６２に
排気機能を設ける必要はない。
【０１３５】
　この変形例の住宅１では、部屋干し空間２７は掃出し窓２９を介してサンテラス３１が
設けられたベランダ２８に隣接しているので、天気が良く、空気中に含まれる花粉等の汚
染物質の量が少ない日には、掃出し窓２９から洗濯物をベランダ２８ないしサンテラス３
１に容易に干すことができる。つまり、外干しと部屋干しとの連携が容易となる。
【０１３６】
　図７は本発明のさらに他の実施形態である住宅の一階部分の間取り図であり、図８は図
７に示す住宅の二階部分の間取り図である。なお、図７、図８においては、前述した構成
に対応する構成には同一の符号を付し、再度の説明は省略する。
【０１３７】
　図７に示す住宅１は、一階部分２と二階部分３とを備えた二階建ての一戸建て住宅にお
いて、二階部分３に居室１２を設けた二階居室プランの住宅である。この住宅１では、居
室１２とともにキッチン１３も二階部分３に設けられるので、一階部分２が第２フロアに
相当し、二階部分３が第１フロアに相当する。
【０１３８】
　この住宅１では、玄関１１は一階部分２の北東側の角部分に北向きに設けられている。
玄関１１の西側にはファミリークローゼット７０と階段１８とが設けられ、南側にはトイ
レ１７が設けられている。また、一階部分２の北東側の角には主寝室２０が設けられ、南
側には東西に並べて２つの子供部屋２３、２４が設けられている。これらの子供部屋２３
、２４は可動間仕切り７１で２つの部屋に分割されるが、可動間仕切り７１をずらすこと
で１つの部屋とすることもできる。主寝室２０の南側には洗面所１５が設けられ、洗面所
１５の南側に浴室１６が設けられている。
【０１３９】
　二階部分３には居室１２とキッチン１３とが設けられ、居室１２の中央領域に一階部分
から延びる階段１８が配置されている。キッチン１３の東側には手洗い場７２とトイレ２
５とが設けられ、西側には部屋干し空間２７と畳コーナー７３とが設けられている。部屋
干し空間２７はスライド式のドア７４により居室１２と分離されており、その内部には洗
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濯機６３が配置されている。二階部分３の南西側の外部にはオープンロッジア７５が設け
られ、居室１２のオープンロッジア７５に面する壁には全開放可能な掃出し窓２９が設け
られている。
【０１４０】
　常時換気装置を構成する排気部４０は、例えば一階部分２の浴室１６およびトイレ１７
に設けられるとともに、二階部分３のトイレ２５に設けられる。一方、給気部４１は、例
えば一階部分２の主寝室２０、２つの子供部屋２３、２４およびファミリークローゼット
７０に設けられるとともに、二階部分３の部屋干し空間２７に設けられる。
【０１４１】
　この変形例の住宅１においても、キッチン１３を有する二階部分３の居室１２に２つの
第１空気清浄器５０が設けられ、一階部分２の主寝室２０に第２空気清浄器５１と屋内温
度調整装置５３のパネル５２とが配置される。これにより、屋内に侵入した花粉等の汚染
物質を、二階部分３に設置した第１空気清浄器５０と一階部分２に設置した第２空気清浄
器５１とで清浄化するとともに、主寝室２０が設けられる一階部分２の冷暖房を行う機器
として送風を行うことなく冷暖房を行うことが可能なパネル５２を備えた屋内温度調整装
置５３を用いることにより、屋内の床等に溜まった花粉等の汚染物質が上昇して空気中に
舞うのを抑制して、花粉等の汚染物質がある程度屋内に侵入してしまった場合であっても
、屋内の空気を健康的な状態に維持することができる。
【０１４２】
　また、玄関１１に隣接してファミリークローゼット７０を設けたので、花粉等の汚染物
質が付着した外套等の衣服を居室１２に入る前にファミリークローゼット７０で脱ぐこと
ができる。これにより、居室１２内への汚染物質の侵入を抑制することができる。このフ
ァミリークローゼット７０に、図１に示すコートクローク３２と同様のコンセント（図７
では不図示）を設けておけば、当該コンセントに接続した掃除機等の吸引除去装置により
、身体や衣服に付着した花粉等の汚染物質を吸引除去して、居室１２等の屋内空間への汚
染物質の侵入をさらに確実に抑制することができる。
【０１４３】
　この変形例の住宅１では、洗濯機６３は、一階部分２に浴室１６に隣接して設けられた
洗面所１５ではなく、二階部分３に設けられた部屋干し空間２７に配置されている。この
場合、部屋干し空間２７には洗濯機６３用の給水、排水設備が設けられる。部屋干し空間
２７には、洗濯物を干すことを可能とする器具または当該器具の設置を補助する器具が設
けられる。当該器具としては、図４に示すのと同様のものを設けることができる。また、
部屋干し空間２７には送風装置６２が設けられる。送風装置６２としては、上記のような
除湿機能、臭気除去機能、排気機能を備えた構成のものを用いることができる。
【０１４４】
　この変形例の住宅１では、浴室１６が一階部分２に設けられるにも拘わらず、洗濯機６
３を居室１２やキッチン１３に隣接する部屋干し空間２７に設けるようにしたので、家事
動線を簡素化して、家事を効率良く行うことができる。また、部屋干し空間２７には、送
風装置６２に加えて給気部４１が設けられ、送風装置６２から洗濯物に向けて送風を行う
とともに、給気部４１から部屋干し空間２７の内部に取り込んだ外気を畳コーナー７３と
の間に設けられたドア７６を介して居室１２に供給することができるので、部屋干し空間
２７を換気しつつ、送風装置６２からの送風により洗濯物を効率良く乾燥させることがで
きる。
【０１４５】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
　本発明は、キッチンを有する第１フロアと該第１フロアとは異なる第２フロアとを有す
る複数階層の住宅を建築する際に利用することができる。
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【符号の説明】
【０１４７】
　１　　住宅
　２　　一階部分
　３　　二階部分
１０　　玄関ポーチ
１１　　玄関
１２　　居室
１３　　キッチン
１４　　客間
１５　　洗面所
１６　　浴室
１７　　トイレ
１８　　階段
２０　　主寝室
２１　　ウォーク・イン・クローゼット
２２　　ホール
２３　　子供部屋
２４　　子供部屋
２５　　トイレ
２６　　吹き抜け
２７　　部屋干し空間
２８　　ベランダ
２９　　掃出し窓
３０　　ドア
３１　　サンテラス
３２　　コートクローク
３３　　ドア
３４　　居室ドア
３５　　服掛け具
３６　　コンセント
４０　　排気部
４１　　給気部
５０　　第１空気清浄器
５１　　第２空気清浄器
５２　　パネル
５３　　屋内温度調整装置
５４　　フレーム
５５　　結露受皿
５６　　熱源機
５７　　液体流路
５８　　コントローラ
６０　　支持器具
６０ａ　ロッド部分
６０ｂ　リング体
６１　　物干し竿
６２　　送風装置
６３　　洗濯機
７０　　ファミリークローゼット
７１　　可動間仕切り
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７２　　手洗い場
７３　　畳コーナー
７４　　ドア
７５　　オープンロッジア
７６　　ドア
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